
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「審議会等委員に占める女性の割合」全国市区町村第 2位 

 内閣府が 4月 30 日に公表した「令和元年度市町村女性参画状況見える化マップの

審議会等委員に占める女性の割合※」において、本市が全国の市区町村で第 2 位

（50.3％）となりました。 

 引き続き、市民一人ひとりが多様な場で活躍できる男女共同参画社会の実現に向

け、全庁的な取り組みを進めてまいります。 

 

記 

 

【市町村女性参画状況見える化マップの審議会等委員に占める女性の割合】 

年度 全国順位 割合 全国平均 宮城県平均 

令 和 元 年 度 第 2 位 50.3％ 28.4％ 28.7％ 

平成 30 年度 第 3位 46.5％ 28.1％ 27.8％ 

平成 29 年度 第 4位 44.9％ 28.0％ 28.3％ 

出典：内閣府「市町村女性参画状況見える化マップ」（http://wwwa.cao.go.jp/shichoson_map/） 

   各年度 4月 1日現在 

 
※審議会等委員に占める女性の割合 

 地方自治法第 202 条の 3で定める審議会等における女性委員が占める割合 

「本市では、都市計画審議会、国民健康保険運営協議会、介護保険運営委員会等 18 機関が該当」 

第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例

の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

 

 

 

 

富谷市記者会見資料 2-④ 

令和 2年 5月 27 日 

総務部 市民協働課 

担 当：伊東 

連絡先：022-358-3250 

「住みたくなるまち日本一」を目指して  



審議会等委員に占める女性の割合 

※内閣府 市町村女性参画状況見える化マップ（R2.4.30 更新）より 

 

平成 31 年 4 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 4 月 1 日現在 
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